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本
書
は
、
福
田
弥
夫
先
生

の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
自

動
車
保
険
研
究
の
集
大
成
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ

た
数
々
の
研
究
論
文
を
ま
と

め
た
論
文
集
で
あ
る
。
福
田

弥
夫
先
生
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ

ス
校
で
の
在
外
研
究
を
契
機

に
、
ア
メ
リ
カ
法
を
中
心
と

し
た
比
較
法
研
究
を
丹
念
に

続
け
ら
れ
、
自
動
車
保
険
分

野
に
お
い
て
数
々
の
重
要
な

研
究
を
発
表
さ
れ
た
。
と
り

わ
け
自
賠
責
保
険
制
度
の
発

展
や
被
害
者
救
済
の
充
実
に

寄
与
さ
れ
た
功
績
は
大
き

く
、
本
年
１
月
に
は
、
国
土

交
通
大
臣
よ
り
令
和
５
年
度

交
通
文
化
賞
が
授
与
さ
れ
て

い
る
。

　
福
田
弥
夫
先
生
の
40
年
を

超
え
る
研
究
生
活
に
お
い
て

自
動
車
保
険
に
関
す
る
研
究

論
文
だ
け
で
も
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
が
、
本
書
に
は
そ

の
中
か
ら
、
第
一
部
「
海
外

の
自
動
車
保
険
事
情
」
、
第

二
部
「
海
外
保
険
ス
キ
ー
ム

の
自
賠
責
保
険
制
度
へ
の
応

用
に
関
す
る
考
察
」
、
第
三

部
「
自
賠
責
保
険
制
度
の
諸

問
題
」
、
第
四
部
「
交
通
事

故
被
害
者
救
済
の
あ
り
方
」

に
分
け
て
、
14
本
の
論
文
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
部
「
海
外
の
自
動
車

保
険
事
情
」
は
、
カ
ナ
ダ
の

自
動
車
保
険
と
ア
メ
リ
カ
の

自
動
車
保
険
に
つ
い
て
の
研

究
成
果
で
あ
る
。
第
１
章

「
カ
ナ
ダ
の
自
動
車
保
険
制

度
―
ノ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
ト
保

険
の
現
状
と
課
題
―
」
は
、

福
田
弥
夫
先
生
の
自
動
車
保

険
研
究
の
端
緒
と
な
る
研
究

論
文
で
あ
る
。
修
正
型
ノ
ー

フ
ォ
ル
ト
制
度
を
採
用
し
た

オ
ン
タ
リ
オ
州
を
中
心
に
、

当
時
の
カ
ナ
ダ
の
問
題
状
況

を
丁
寧
に
紹
介
す
る
。
第
２

章
「
ア
メ
リ
カ
自
動
車
保
険

の
改
革
―
選
択
ノ
ー
・
フ
ォ

ー
ル
ト
制
度
の
行
方
―
」

は
、
い
わ
ゆ
る
「
保
険
危

機
」
が
社
会
問
題
化
す
る
中

で
、
ア
メ
リ
カ
の
自
動
車
保

険
業
界
の
方
向
性
と
し
て
提

示
さ
れ
た
選
択
ノ
ー
フ
ォ
ル

ト
制
度
の
概
要
を
紹
介
す
る

が
、
高
度
に
政
治
的
課
題
と

化
し
た
自
動
車
保
険
制
度
を

め
ぐ
る
状
況
か
ら
、
問
題
解

決
は
容
易
で
な
い
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下

で
、
第
３
章
「
ア
メ
リ
カ
自

動
車
保
険
の
現
状
と
課
題
―

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
動
き

を
中
心
に
―
」
で
は
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
の
不
法
行

為
法
・
自
動
車
保
険
改
革
運

動
を
概
観
し
た
う
え
で
、
ノ

ー
フ
ォ
ル
ト
制
度
の
普
及
に

対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を

確
認
す
る
。
第
４
章
「
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
自
動
車
保
険

の
混
迷
―
低
価
額
自
動
車
保

険
試
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
現
状

と
課
題
―
」
は
、
自
動
車
保

険
の
付
保
率
の
低
さ
と
い
う

問
題
の
解
決
を
目
的
と
し
て

創
設
さ
れ
た
、
保
険
料
の
低

額
化
の
た
め
に
対
人
賠
償
保

険
金
の
限
度
額
を
低
く
抑
え

る
試
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い

て
の
研
究
で
あ
る
。
同
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
、
日
本
の
自
賠
責

保
険
制
度
と
は
異
な
り
、
最

低
限
の
賠
償
資
力
を
確
保
す

る
と
い
う
も
の
で
し
か
な

く
、
被
害
者
が
自
己
防
衛
型

の
保
険
に
依
存
せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
が
あ
る
こ
と
を
問

題
視
す
る
が
、
日
本
に
お
い

て
も
将
来
的
に
は
類
似
の
問

題
が
生
じ
る
可
能
性
を
示
唆

す
る
。
第
５
章
「
ア
メ
リ
カ

自
動
車
保
険
の
現
状
と
課

題
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
各
州

に
お
け
る
被
害
者
救
済
の
た

め
の
制
度
上
の
課
題
を
提
示

す
る
と
と
も
に
、
日
本
法
へ

の
示
唆
と
し
て
、
詐
欺
的
請

求
に
対
し
て
厳
格
な
姿
勢
を

貫
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

す
る
。

　
第
二
部
「
海
外
保
険
ス
キ

ー
ム
の
自
賠
責
保
険
制
度
へ

の
応
用
に
関
す
る
考
察
」

は
、
第
一
部
に
お
け
る
海
外

の
自
動
車
保
険
制
度
の
検
討

を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
諸
課

題
に
つ
い
て
、
日
本
の
自
賠

責
保
険
制
度
と
比
較
研
究
を

行
う
も
の
で
あ
る
。
第
６
章

「
自
賠
責
保
険
の
ノ
ー
・
フ

ォ
ル
ト
化
と
そ
の
課
題
―
自

損
事
故
惹
起
者
の
救
済
ス
キ

ー
ム
の
あ
り
方
を
中
心
に

［評者］　

遠
山

聡
（
専
修
大
学
法
学
部
教
授
）

『
自
動
車
保
険
契
約
に
お
け
る

利
害
調
整
の
法
理
』

福
田

弥
夫
　
著

書書　　評評

随
所
に
被
害
者
に
寄
り
添
う
一
貫
し
た
研
究
姿
勢

―
」
は
、
自
賠
責
保
険
で
は

救
済
の
対
象
で
は
な
い
自
損

事
故
惹
起
者
へ
の
対
応
と
い

う
課
題
に
対
し
て
、
ア
メ
リ

カ
の
ノ
ー
フ
ォ
ル
ト
制
度
の

部
分
的
導
入
を
提
唱
す
る
。

第
７
章
「
交
通
事
故
訴
訟
と

裁
判
外
の
紛
争
処
理
―
ニ
ュ

ー
・
ヨ
ー
ク
州
と
オ
ン
タ
リ

オ
州
に
お
け
る
調
停
・
仲
裁

制
度
の
検
討
を
中
心
に
―
」

は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
お
よ

び
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
お
け
る

自
動
車
保
険
の
裁
判
外
紛
争

処
理
制
度
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
実

情
と
問
題
状
況
を
整
理
す

る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
日
本

の
自
動
車
保
険
制
度
へ
の
導

入
を
提
唱
す
る
の
が
、
第
８

章
「
交
通
事
故
訴
訟
と
裁
判

外
の
紛
争
処
理
―
わ
が
国
に

お
け
る
強
制
調
停
・
仲
裁
制

度
の
可
能
性
を
中
心
に
―
」

で
あ
る
。
現
在
で
は
、
自
動

車
保
険
業
界
に
は
各
種
Ａ
Ｄ

Ｒ
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
実

現
に
寄
与
し
た
先
駆
的
研
究

と
い
え
る
。

　
第
三
部
「
自
賠
責
保
険
制

度
の
諸
問
題
」
は
、
主
に
自

賠
責
保
険
制
度
に
関
す
る
判

例
研
究
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
第
９
章
「
運
行
供
用

者
責
任
と
他
人
性
の
証
明
責

任
」
は
、
高
松
高
裁
平
成
13

年
10
月
22
日
判
決
に
関
す
る

判
例
研
究
で
あ
り
、
他
人
性

の
立
証
責
任
の
所
在
に
つ

き
、
真
偽
不
明
の
不
利
益
を

被
害
者
に
負
わ
せ
る
べ
き
で

は
な
い
と
の
問
題
意
識
か

ら
、
賠
償
義
務
者
が
他
人
性

の
立
証
責
任
を
負
う
と
の
判

断
を
正
当
と
評
価
す
る
。
第

10
章
「
レ
ン
タ
カ
ー
業
者
の

運
行
供
用
者
責
任
―
最
近
の

判
例
の
検
討
と
ア
メ
リ
カ
法

と
の
若
干
の
比
較
を
中
心
に

―
」
で
は
、
従
来
の
判
例
・

下
級
審
裁
判
例
を
丁
寧
に
紹

介
し
、
ア
メ
リ
カ
法
と
比
較

し
つ
つ
、
特
に
運
行
支
配
の

有
無
の
判
断
基
準
を
検
討
す

る
。
第
11
章
「
交
通
事
故
被

害
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
と

そ
の
差
押
え
―
最
高
裁
平
成

12
年
３
月
９
日
判
決
を
中
心

に
―
」
で
は
、
自
賠
法
３
条

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権

と
同
法
16
条
1
項
に
基
づ
く

直
接
請
求
権
の
関
係
に
つ
い

て
、
前
者
の
請
求
権
が
差
し

押
さ
え
ら
れ
第
三
者
に
転
付

さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
接
請

求
権
が
差
押
禁
止
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
と
の
関
係
で
被
害

者
の
救
済
の
問
題
が
生
じ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
同
最
高
裁

判
決
を
批
判
的
に
論
じ
て
い

る
。
第
12
章
「
自
賠
法
15
条

請
求
と
同
法
16
条
の
３
の
支

払
基
準
」
お
よ
び
第
13
章

「
自
賠
責
保
険
支
払
基
準
の

裁
判
所
の
拘
束
力
」
は
い
ず

れ
も
自
賠
責
保
険
の
支
払
基

準
が
裁
判
所
の
判
断
を
拘
束

す
る
か
と
い
う
論
点
に
関
す

る
判
例
研
究
で
あ
る
。
最
高

裁
の
判
断
を
正
当
と
し
つ
つ

も
、
自
賠
責
保
険
の
支
払
基

準
と
裁
判
基
準
と
の
違
い
に

よ
り
問
題
が
生
じ
る
可
能
性

を
示
唆
す
る
。

　
最
後
に
、
第
四
部
「
交
通

事
故
被
害
者
救
済
の
あ
り

方
」
の
第
14
章
「
自
賠
責
保

険
と
交
通
事
故
被
害
者
の
救

済
―
令
和
４
年
改
正
と
新
た

な
賦
課
金
導
入
を
中
心
に

―
」
で
は
、
と
り
わ
け
令
和

４
年
の
自
賠
法
改
正
に
フ
ォ

ー
カ
ス
し
、
被
害
者
保
護
増

進
等
事
業
が
自
賠
責
保
険
の

柱
の
一
つ
と
さ
れ
た
こ
と

で
、
交
通
事
故
被
害
者
の
総

合
的
な
救
済
・
保
護
の
仕
組

み
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
高
く

評
価
す
る
。

　
本
書
は
、
福
田
弥
夫
先
生

の
自
動
車
保
険
研
究
の
総
括

と
も
い
え
る
論
文
集
で
あ

り
、
自
賠
責
保
険
を
め
ぐ
る

法
制
度
の
変
遷
、
ア
メ
リ
カ

や
カ
ナ
ダ
の
規
制
状
況
を
俯

瞰
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
、
自
賠
法
の
基

本
理
念
で
あ
る
被
害
者
保
護

の
精
神
に
立
脚
し
、
常
に
交

通
事
故
被
害
者
に
寄
り
添
う

一
貫
し
た
研
究
姿
勢
を
随
所

に
の
ぞ
か
せ
る
。
被
害
者
保

護
の
実
現
に
向
け
て
真
摯
に

研
究
に
取
り
組
む
福
田
弥
夫

先
生
の
お
人
柄
を
感
じ
つ

つ
、
保
険
法
研
究
者
と
し
て

の
生
涯
に
わ
た
る
研
究
生
活

の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で

き
る
貴
重
な
１
冊
で
あ
る
。

　（
Ａ
５
判
／
３
０
８
㌻
、

保
険
毎
日
新
聞
社
刊
、
24
年

７
月
31
日
発
行
、
税
込
３
５

２
０
円
）

　（
公
財
）
Ｓ
Ｏ

Ｍ
Ｐ
Ｏ
福
祉
財
団

は
、
福
祉
活
動
を

行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
特

定
非
営
利
活
動
法

人
）
が
福
祉
車
両

な
ど
の
自
動
車
を

購
入
す
る
費
用
に

対
し
て
実
施
し
て

い
る
助
成
に
つ
い
て
、
２

０
２
３
年
度
は
74
団
体
の

応
募
の
中
か
ら
選
考
に
よ

り
10
団
体
へ
の
助
成
を
決

定
し
た
。
秋
田
県
か
ら
は

特
定
非
営
利
活
動
法
人
な

な
い
ろ
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト

が
選
定
さ
れ
、
車
両
納
車

に
合
わ
せ
て
、
７
月
１
日

に
秋
田
県
潟
上
市
の
Ｏ
ｈ

ａ
ｎ
ａ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
で

損
保
ジ
ャ
パ
ン
の
主
催
に

よ
り
「
２
０
２
３
年
度
社

会
福
祉
事
業
　
自
動
車
購

入
費
助
成
金
贈
呈
式
」
を

実
施
し
た
。

　
贈
呈
式
に
は
な
な
い
ろ

サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
か
ら
代

表
の
佐
藤
操
氏
の
他
２

人
、
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
福
祉
財

団
か
ら
主
査

の
澤
雅
弘

氏
、
損
保
ジ

ャ
パ
ン
か
ら

秋
田
支
店
長

の
竹
生
知
子

氏
の
他
１
人

が
出
席
し

た
。

　
贈
呈
式
で

は
、
主
催
者

の
損
保
ジ
ャ

パ
ン
に
よ
る

あ
い
さ
つ
の
後
、
贈
呈
書

の
交
付
が
行
わ
れ
た
。
そ

の
後
、
来
賓
あ
い
さ
つ
、

助
成
先
あ
い
さ
つ
が
行
わ

れ
、
記
念
撮
影
を
行
い
贈

呈
式
は
終
了
し
た
。

　
損
保
ジ
ャ
パ
ン
の
竹
生

支
店
長
は
「
今
回
助
成
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
活
動
の
ご
実

績
や
内
容
を
高
く
評
価
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
の
と
同

時
に
、
今
後
の
ご
活
躍
を

大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

こ
の
度
の
自
動
車
購
入
に

際
し
て
の
さ
さ
や
か
な
支

援
が
、
貴
団
体
の
活
動
に

少
し
で
も
お
役
に
立
て
ば

幸
い
だ
」
と
あ
い
さ
つ
。

な
な
い
ろ
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ

ト
代
表
の
佐
藤
氏
は
「
こ

の
度
の
自
動
車
購
入
に
際

し
て
の
助
成
に
感
謝
申
し

上
げ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
が
続

き
事
業
の
継
続
も
厳
し
い

時
期
が
続
い
た
が
、
新
た

に
常
勤
職
員
も
加
わ
り
、

今
般
の
車
両
助
成
で
よ
り

良
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が

可
能
と
な
る
よ
う
日
々
努

力
し
て
い
く
」
と
謝
意
を

述
べ
た
。

23
年
度
自
動
車
購
入
費
助
成

な
な
い
ろ
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト（
秋
田
）で
贈
呈
式

助成金贈呈式の様子

損保ジャパン、ＳＯＭＰＯ福祉財団


